
竹内　卓美 議員
（済和会）

　
近
年
の
頻
発
す
る
自
然
災

害
に
対
し
て
、
発
災
後
い
か

に
速
や
か
に
避
難
、
復
旧
、

復
興
に
つ
な
げ
る
か
は
、
そ

の
対
応
に
か
か
っ
て
い
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
特
に
、
応
急
危
険
度
判
定
、

罹
災
証
明
書
の
発
行
、
仮
設

住
宅
の
建
設
は
大
き
な
柱
に

な
る
。

　
　
地
震
災
害
発
生
後
、
避

難
所
を
開
設
す
る
に
は
応
急

危
険
度
判
定
が
必
要
と
認
識

し
て
い
る
が
、
発
災
後
３
日

く
ら
い
必
要
だ
と
説
明
を
受

け
た
。
そ
の
間
の
被
災
住
民

に
は
、
ど
の
よ
う
な
避
難
を

考
え
て
い
る
か
。

　
ま
た
、
判
定
で
き
る
職
員

を
増
や
し
て
日
程
短
縮
は
可

能
か
。

　
　
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
も
あ
り
、

車
中
泊
避
難
や
在
宅
避
難
を

選
択
す
る
分
散
避
難
の
傾
向

が
続
く
と
考
え
て
い
る
。

　
応
急
危
険
度
判
定
士
の
町

職
員
は
現
在
38
名
。
職
員
の

受
講
と
登
録
を
推
進
し
て
い

く
。

　
　
今
年
度
、
地
域
防
災
計

画
を
見
直
す
よ
う
だ
が
、
旧

計
画
に
は
応
急
危
険
度
判
定

の
優
先
順
位
の
よ
う
な
規
定

は
あ
っ
た
か
、
な
け
れ
ば
新

計
画
に
盛
込
む
考
え
は
あ
る

か
。

　
　
　
応
急
危
険
度
判
定
は
、

避
難
所
に
指
定
さ
れ
た
建
物

を
優
先
的
に
実
施
し
、
そ
の

後
は
発
災
状
況
に
応
じ
て
災

害
対
策
本
部
で
判
定
を
行
う

地
区
を
設
定
し
実
施
す
る
た

め
、
優
先
順
位
を
計
画
に
盛

込
む
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 　

　
迅
速
に
応
急
危
険
度
判

定
を
す
る
の
が
理
想
だ
が
課

題
が
多
い
。

　
住
民
の
立
場
で
協
力
で
き

る
こ
と
は
な
い
か
。

　
　
　
建
築
士
等
受
講
資
格

が
あ
る
方
々
に
講
習
会
の
受

講
と
登
録
を
お
願
い
す
る
。

　「
応
急
危
険
度
判
定
」
と

「
罹
災
証
明
」
の
た
め
の
被

害
調
査
は
、
基
準
が
異
な
り

認
定
結
果
に
違
い
が
生
じ
る

こ
と
を
周
知
す
る
。

　
　
復
旧
、
復
興
に
欠
か
せ

な
い
の
が
罹
災
証
明
書
。
被

災
住
民
が
窓
口
で
申
請
後
、

ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
必
要

か
。

　
　
　
膨
大
な
時
間
と
労
力

を
必
要
と
す
る
業
務
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
他
部
署
の
職
員

を
応
援
派
遣
し
、
で
き
る
限

り
の
対
応
を
す
る
。

　
　
デ
ジ
タ
ル
化
の
中
、
罹

災
証
明
書
は
押
印
の
問
題
が

あ
る
よ
う
だ
が
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、
Ｐ
Ｃ
な
ど
電
子
申

請
も
可
能
に
で
き
な
い
か
。

　
　
　
今
後
、
庁
内
に
お
け

る
押
印
廃
止
と
合
わ
せ
て
検

討
し
て
い
く
。

　
　
応
急
危
険
度
判
定
、
罹

災
証
明
書
発
行
は
、
誰
が
実

施
し
て
も
同
じ
判
定
に
な
る

こ
と
が
最
重
要
。
職
員
の
経

験
・
練
度
を
ど
う
評
価
し
て

い
る
か
。

　
　
　
災
害
対
応
を
経
験
し

た
こ
と
が
な
い
職
員
が
多
い

た
め
、
被
災
地
の
応
援
派
遣

を
経
験
し
た
職
員
の
報
告
会

は
、
生
の
声
と
し
て
大
変
有

意
義
で
あ
り
、
今
後
も
実
施

す
る
。

各
課
協
力
体
制
の
も
と
、
的

確
な
判
断
と
証
明
書
発
行
が

円
滑
に
行
う
よ
う
職
員
の
育

成
を
継
続
実
施
し
て
い
く
。

　
　
仮
設
住
宅
建
設
は
町
が

用
地
を
提
供
し
て
、
県
が
建

設
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て

い
る
が
、
町
独
自
の
施
策
は

考
え
て
い
る
か
。

　
　
　
大
規
模
災
害
時
は
、

県
が
災
害
救
助
法
の
適
用
を

受
け
、
建
設
資
材
の
一
括
調

達
を
図
る
た
め
、
町
が
独
自

に
建
設
着
工
を
す
る
こ
と
は

難
し
い
と
考
え
る
。

　
　
災
害
復
旧
・
復
興
は
官

民
協
力
し
て
対
応
す
る
こ
と

が
重
要
。
住
民
の
ど
の
よ
う

な
協
力
が
あ
れ
ば
復
旧
・
復

興
の
後
押
し
に
な
る
か
。

　
　
　
復
旧
・
復
興
は
多
く

の
住
民
の
協
力
が
必
要
。

　
そ
の
後
押
し
と
な
る
の
は
、

日
頃
か
ら
自
ら
が
被
災
し
な

い
「
自
助
」
の
心
構
え
と
、

顔
が
見
え
る
地
域
づ
く
り
の

「
共
助
」
の
仕
組
み
を
強
化

す
る
こ
と
が
、
被
災
後
の
復

旧
・
復
興
の
進
捗
や
住
民
の

円
滑
な
合
意
形
成
に
寄
与
す

る
と
考
え
て
い
る
。

問答

問答

問答問

答

問答問答

問答問答

災害 対応
各課協力して対応する

包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間
居住を実現する

住み続けられるまちづくりを
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を
講じる

気候変動に具体的な対策を パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー
バル・パートナーシップを活性化する
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